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1 趣旨 

｢大島高任マンガ伝記制作業務｣(以下｢制作業務｣という。)の受託者を選定す

るために実施する公募型プロポーザル(以下｢本プロポーザル｣という。)に関し

て、必要な事項を定める。 

 

2 目的 

本冊子の役割は、大島高任の偉業を通じ、幕末から明治の日本の産業革命の

推移を多くの方々に知っていただくとともに、大島高任の生き方、考え方から

学ぶ機会を提供できる冊子を制作する。 

 

3 内容 

企画立案から取材、編集、デザイン、印刷等の当該パンフレット制作に係る 

一切の業務である。詳細は、別紙の｢大島高任マンガ伝記制作業務委託仕様書｣

を参照すること。 

 

4 事業費 

本業務の事業費の上限は、2,746,000円(消費税額及び地方消費税額249,636 

円を含む。)とする。 

 

5 履行期間 

契約締結日から令和9年3月26日(金)まで 

 

6 公募スケジュール(予定) 

(1) 公募開始 令和8年6月8日(月) 

(2) 質問書の受付期間 令和8年6月8日(月)～6月15日(月)17時15分必着 

(3) 質問に対する回答 令和8年6月22日(月)予定 

(4) 参加申込書及び企画提案書の提出期限 令和8年7月8日(水) 

17時15分必着 

(5) 一次審査結果通知 令和8年7月10日(金) 

(6) 二次審査の実施 令和8年7月16日(木)予定 

(7) 選考結果の通知 令和8年7月22日(水)以降 

 

7 参加資格 

本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たしている者と

する。 

(1) 東北6県内に本店、支店を有すること。 



(2) 釜石市税、国税等を滞納していないこと。 

(3) 釜石市の令和8・9・10年度物品購入等競争入札参加資格者名簿に記載  

  がある業者であること。 

(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4(一般競争入札の参 

加者の資格)の規定に該当する者でないこと。 

(5) 参加表明書の提出期限の日から契約締結の時までの間に、国又は地方 

公共団体等から指名停止を受けている期間でないこと。 

(6) 国税及び市税を滞納していないこと。 

(7) 会社更生法(平成14年法律154号)の規定による更生手続き開始の申立て 

及び民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続き開始の申 

立てがなされていない者であること。 

(8) 会社法(平成17年法律第86号)第511条の規定による特別清算開始の申 

立て中又は破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続き開始の申立 

て中でないこと。 

(9) 釜石市暴力団排除条例(平成27年条例第37号)第2条に該当する者では 

ないこと。 

 

8 参加申込及び企画提案の方法 

本プロポーザルに参加する者は、以下の方法により参加申込等を行うこと。 

(1) 参加申込書等の提出(提出期限:令和8年7月3日(金)17時15分必着) 

① 提出期限までに以下の書類を持参または郵送(簡易書留又は配達証明

付き一般書留に限る。)により提出先に提出すること。 

なお、様式は市ホームページからダウンロードの上、入手する  こと｡ 

ア ｢参加申込書｣1部(様式1)  

イ ｢会社概要書｣1部(様式2) 

ウ ｢業務受託実績書｣1部(様式3) 

業務受託実績について3件以内を記載し、その実績が確認できる 

資料(冊子やその見開きなど)を1部提出すること。(コピー可) 

作画担当者の作品も添付のこと(複数候補がいる場合は３名に絞 

って提出のこと) 

エ ｢業務実施体制及び業務従事者情報｣1部(様式4) 

契約締結後における業務の実施体制(管理責任者､主任技術者等 

の組織体制図など)及び業務従事者の情報(資格･主な業務実績な 

ど)について記載すること。 

オ ｢納税証明書｣1部(受付日前3月以内に発行されたもので、 申

請時発行可能な直近年度のもの) 



市内に営業所を有するものは、(ア)及び(イ)、それ以外は 

(イ)のみ提出すること。 

(ア)釜石市発行の納税証明書(申請時点までに納期が到来

する市税を完納の上､提出すること。) 

(イ)所管税務署発行の納税証明書(法人税と消費税及び地 

方消費税) 

カ ｢企画提案書｣8部(様式5号及び参考資料添付可) 

キ ｢参考見積書｣8部(様式6号及び提案者指定の見積書) 

※イとエについては､様式に掲げる項目内容が記載された 

既成資料での提出を可とする。 

② 企画提案に係る一切の経費については、提案者の負担とする。 

③ 提出された企画提案書等は、返却しないこととする。 

④ 提出された企画提案書等は、釜石市情報公開条例の定めるとこ 

ろにより公開される場合がある。 

(2) 質問書(様式7)の受付と回答  

(受付期間:令和8年6月8日(月)～6月15日(月)17時15分必着) 

① 本プロポーザルに関する質問は、趣旨を簡潔にまとめ、電子メール 

により提出すること。 

② 質問者には、電子メールにより回答を送付するほか、全ての質問の 

趣旨及び回答は、市ホームページ上でも公開する。 

③ 回答にあたっては､質問を行った事業者名は公表しない。 

また、質問の趣旨や内容が不明確なものについては、回答しない場合 

がある。 

 

9 プロポーザルの費用負担 

     本プロポーザルの参加に要する費用は、すべて参加者の負担とする。 

 

10 失格条件 

      (1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、失格とすることがあ

る。 

         ① 提出方法、提出先又は提出期限に適合しないもの 

         ② 虚偽の内容が記載されているもの 

         ③ プレゼンテーションを無断で欠席したもの 

      (2) この要領に定める手続き以外の手法により、審査員又は関係者に本プ

ロポーザルに対する援助を直接又は間接に求めた場合 

11 選定方法 



釜石市の関係部局の職員等からなる｢大島高任マンガ伝記制作業務公募型プ

ロポーザル審査委員会｣(以下｢審査委員会｣という。)において審査する。 

審査委員会での二次審査において、最も高い評価となった提案者を第1受託 

候補者として選定し、次点となった提案者を第2受託候補者とする。 

また、提案者が1者の場合でも審査を実施し、その内容が審査基準を満たす

と認められる場合は、当該提案者を受託候補者として選定する。 

なお、第2受託候補者については、選定しない場合がある。 

審査委員会は、非公開とする。 

(1) 企画提案書による一次審査で数件を選定し､その後､プレゼンテーショ 

ンによる二次審査を行い、受託候補者の選定を行う。 

(2) 一次審査の結果は、提案者全員に電子メールにより通知する。 

(3) 二次審査の結果は、二次審査参加者全員に電子メールにより通知す 

る。 

(4) 提出書類に重大な不備又は虚偽の記載があった場合はその提案及び、 

審査結果を無効とする。 

(5) 問合せに対する回答は行わず、審査結果に対する異議申立ては認めな 

い。 

 

12 評価基準 

(1) 審査方法 

本業務の受注者選考にあたっては、別に定める 市が設置した選定委員会

において、提案された書類及びプレゼンテーションを総合的に審査し、契約

候補者を選定する。ただし、審査の結果によっては、いずれの提案者も契約

候補者に選定しない場合がある。また、参加者が１社だった場合は、総合的

に評価して契約候補者としての適否を判断する。 

(2) 審査基準 

次の 審査基準（ 審査項目及び 審査 配点 に基づき採点し、各委員の採

点を集計後、 その得点が最も高かった提案者を契約候補者に選定する。 

また、得点が同点となった場合は、各委員の多数決により決定すること 

   とする。 

 表１ 審査基準(審査項目及び配点) 

審査項目 審査内容 配点 

事業に関す

る理解度 

・本事業の提案に関し、偉人マンガの内容などについ

ての理解が感じられるか。 

10 

必要経費に 

関する事項 

・市が示した仕様書と提示した見積の項目及び金額

が、業務内容に見合った適切なものか。 

20 



事業実施に 

関する事項 

・事業実施にあたり、適切なスケジュールになってい

るか。 

10 

事業実施に 

関する事項 

・印刷製本後の活用について案の提示があるか。 10 

・提案者が提示した画風が、偉人マンガに相応しいも

の及び子供達や市民のイメージを十分想起できるもの

になっているか。 

30 

・仕様書に定める以外に、独自の発想や工夫に基づく

提案がなされているか。 

20 

合計  

 

【評価の基準】 

① 評価点は、次により算出する。 

審査内容ごとにA～Fの評価を付け 、配点に対する係数を乗じて算出する。 

A：特に優れている B ：優れている C ：ふつう D ：やや不十分 E：不十分  

F ：不良 

② 評価点数計算法 

A：配点×1.0  B：配点× 0.8  C：配点× 0.6  D：配点× 0.4  E：配 

点× 0.2 F：配点× 0.0 （点数なし） 

③ 集計方法 

各選定委員の評価点を審査項目ごとに合計し、それを選定委員の人数で除し 

た点数（平均値）をその項目の評価点とする。 

④ 失格要件 

・評価点の合計が6 割に満たない場合。 

・審査内容のいずれかにおいて、選定委員が 1 人でも「F：不良」と評価し 

た場合。 

 

13 契約 

(1) 受託者の決定 

市は、第1受託候補者と仕様並びに委託料等詳細について協議の

上、受託者として決定する。ただし、第1受託候補者との協議が整わ

ない場合は、第2受託候補者と協議を行った上で、受託者を決定する

ことができる。 

(2) 契約の締結 

上記(1)で決定した受託者は、契約に必要な書類を作成し、市と協 

議の上、速やかに入札による手続きを進めるものとする。 

なお、市は、本業務の目的達成のために必要な範囲内で、業務を追



加、変更、又は削除することができる。この場合、委託予算額上限を

限度として、受託者と契約内容及び契約額等を調整できるものとす

る。 

 

14 各書類の提出先･問合せ先 

担当  釜石市教育委員会事務局文化財課世界遺産室 森 

住所  〒026-0003 岩手県釜石市嬉石町１丁目７番８号 

電話  0193-27-7577 

FAX  0193-27-7568 

mail hashino@city.kamaishi.iwate.jp  

 

 


